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知的創造サイクルに関する今後の課題（創造分野） 

 
 
 
イノベーションを支える知財戦略の展開 
 

第３期科学技術基本計画では、「科学の発展と絶えざるイノベーショ

ンの創出」に向けて、今後５年間の投資総額を約２５兆円と掲げており、

これを受けて、本年６月には総合科学技術会議において「イノベーショ

ン創出総合戦略」が取りまとめられた。また、「経済成長戦略大綱」（２

００６年６月、経済財政諮問会議）においても、「イノベーション・スーパ

ーハイウェイ構想」の構築が求められている。また、２０２５年までを視

野に入れた長期の戦略指針「イノベーション２５」の策定に向けた取組

が開始されたところである。 
イノベーションを種から実に育てるためには、イノベーションの源泉と

なる基礎研究を強化するとともに、その発明・発見の段階から、知財の

保護・活用を念頭においた戦略を展開することが不可欠である。 
 
 

資料６
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１．大学等やＴＬＯにおける知財関連活動の推進 
 
（１－１）大学等の知財活動体制の抜本的強化 
 
（背景・基本認識） 
 大学等は、我が国全体のイノベーションシステムの中で、革新的な知

的財産を創造する役割が期待されている。大学等による研究成果には、

長期間を経た後に実用化され、将来的に基本特許につながる可能性

があるものも含まれていることから、国際的な権利取得をはじめとする

本格的な知財戦略が求められており、また、そのための知財管理の充

実が必要とされている。 
近年、大学等における体制整備、大学等における知財活動は着実

に進展してきたが、一方で、２００６年度末で国立大学等に対する特許

料減免の特例措置が終了し、大学知的財産本部整備事業が２００７年

度で最終年度となることとされており、これまで大学等において構築し

つつあった知財活動体制が急速に弱体化することが懸念されている。

将来のイノベーションを創出するため、大学においてもイノベーション

につながる革新的な知的財産を戦略的に創造・保護・活用できるよう、

国として十分な対策を講じることが不可欠である。 
 
（検討課題） 
・ 大学の知財関連活動にブレーキをかけることのないよう、戦略的な

知財の創造・保護・活用に取り組む大学に対し、特許経費のほか人

材派遣や人材の育成・確保など体制整備に必要な支援を充実させ

るべきではないか。 
・ 大学知的財産本部が未整備の大学に対しても、外部組織の活用も

含め、適切に知財を扱える体制を構築できるよう支援していくべきで

はないか。 
・ 各大学においては、運営費交付金や間接経費の配分にあたり、知

財関連部門に十分な資源配分を行うべきではないか。 
 

 



 3

 

（参考資料・データ） 
○ 大学等における知財活動費の規模（知財事務局による試算） 

大学等（政府研究機関等を含む）において投入される知財活動費は、使用される研究費１億円

あたり７４万円の規模まで伸長してきたが、産業（７４１万円／研究費１億円あたり）と比べると１／

１０という低い水準にある。基礎研究を除いたとしても、１／５弱（大学等：１６３万円、産業：７８９万

円）である。 

 

自然科学系研究費１億円あたりの知財活動費
（推計）
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○ 大学に対する特許料等の減免措置について 

 国立大学法人の特許料等は、産業技術力強化法附則第３条に基づき、国立大学法人法の

施行日（２００４年４月１日）から３年間は特許料等を免除することとされている。この経過措置

は２００７年３月末で終了となる。 

２００７年４月以降は、私立大学や公立大学と同じ取扱いとなり、産業技術力強化法第１６条

に基づき、審査請求料及び１～３年目の特許料の減免（半額）を受けることができる。 

なお、大学等に対する特許料等の減免措置については、発明者にポストドクター、院生・学

生等が含まれる場合や、ＴＬＯから大学へ権利移転する場合などに減免を可能とするため、経

済産業省において、２００７年の通常国会に関連法案を提出するための作業を進めている。 

 

応用開発研究に

限って比較して

も、知財関連経

費の投入量の差

は歴然 

２００５年科学技術研究調査（総務省）及び２００５年知

的財産活動調査（特許庁）を基に推計 
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○２００７年度以降に国立大学に新たに生じる特許料等の負担 

国立大学に対する特許料免除措置が終了した後、新たに生じる特許料等の負担（出願料＋審

査請求料＋特許料（１～３年）の半額負担）は、約４億７千万円と推計される。 

 ※２００５年度並の出願数（約５，３００件、文部科学省調べ）、１出願あたり９．５請求項、審査請 

求率６７％、特許査定率６０％（特許行政年次報告書２００６年版）として試算。 

 

○大学における特許関連経費の推移（大学知的財産本部整備事業※実施４３機関を対象） 
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※ 大学等における戦略的な知的財産の創造・管理・活用を図るため、２００３年度より実施。公募により選定され

た４３大学（うち、６大学は、「スーパー産学官連携本部」）に対して、知財関連経費を５年間にわたり支援する

事業。 

                                                                          

 

文部科学省調べ 

依然として本部整備事業に

よる財源が約４割。ただし、

自己財源は５割を超えるな

ど着実に増加。 
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（１－２）大学等やＴＬＯに係る各種の課題 
 
（背景・基本認識） 
国立大学法人化以降のＴＬＯの役割の変化なども踏まえ、大学知的財

産本部とＴＬＯの一本化や連携強化を迅速に進め、各大学がそれぞれに

最適な技術移転体制を構築していくことが求められている。 
大学等では、基本特許につながる重要な発明を戦略的に知財として保

護していくことが重要であり、国際的な権利取得や国際的な産学官連携

の促進が求められている。また、革新的な発明が社会に活かされるまで

には時間を要するため、大学等が長期的な視野で基本特許に係る知財

を管理できるような体制構築が不可欠である。 
また、近年の大学等において各種のルール整備が進み、その運用が

行われているが、現場において生じる各種の問題に迅速に対処していく

ことが必要である。 
 
（検討課題） 
・ 大学知的財産本部とＴＬＯの一本化や連携強化を促進すべきではな

いか。 
・ 大学等による国際的な知財関連活動の戦略的な展開をさらに促進

すべきではないか。 
・ 産学官連携の現場に生じている問題に対して、適時に対策を講じて

いくべきではないか。具体的には、以下のような施策が挙げられる。

 大学におけるストックオプション取得の促進 
 特許料減免における学生等の扱いが明確化されることも踏ま
え、共同研究等における学生等の取扱いの明確化    など 
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（参考資料・データ） 
○ 国立大学法人・ＴＬＯに関する最近の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「審議状況報告～大学等の国際的な産学官連携活動の強化について～」（科学技術・学術審

議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会、２００６年８月３１日）より抜粋 

「４ 今後取り組むべき施策等 

 国としては、国際的な産学官連携を進める上での共通的な課題等について今年度からい

くつかの大学等において調査研究を行った上で、大学等のポリシーに基づく主体的な取組

に関してインセンティブを与えるため、モデルとなる大学知的財産本部の国際機能の強化

や大学に対する海外特許出願経費の支援強化などの財政的支援を含め、以下のような支

援措置を講じることが肝要である。その際、ＣＯＥなど大型の競争的資金を投入する事業等

大 学 

①法人内部に 
ＴＬＯを設立 

②法人に業務移

管（内部化） 
③法人がＴＬＯ

に出資 

ＴＬＯ 

東京工業大学において、外部

ＴＬＯである（財）理工学振興

会からの業務移管を予定。（２

００６年度内目途） 

国立大学法人法に基づき、初

めて、新潟大学が㈱新潟ティ

ーエルオーに対し出資。（２０

０６年６月） 

千葉大学が佐賀大学に

続き、国立大学として２

機関目の内部型ＴＬＯを

設立。（２００６年７月） 

内部化 出資 大 学 
ＴＬＯ

大 学 
ＴＬＯＴＬＯ

④法人がＴＬＯ

に業務委託 

㈱テクノネットワーク四国で

は、４国立大学法人と一括で

連携協定書を締結。（２００６

年４月） 

業務委託 大 学 
ＴＬＯ 

⑤法人が外部

にＴＬＯを設

豊橋技術科学大学は、国立

大学法人化後、学外に承認Ｔ

ＬＯを設立した。（２００５年１１

月） 

大 学 
ＴＬＯ
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と連携させること、民間活力の活用を図り、効率的・効果的に進めることが求められる。 

 その他、大学等は、研究者に対して、外為法をはじめ各種法令に基づく規制内容につい

て周知することが望ましい。 

（１） 国際的に通用する知財人材の育成 

（２） 国際法務機能の強化と紛争予防 

（３） 国際産学連携・情報発信機能の強化 

（４） 海外特許の戦略的な取得と出願支援の強化 

（５） 地域の大学等を支援する産学官連携のためのネットワーク（場）の形成   」   
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２．知財を活用した研究開発の戦略化 
 
（背景・基本認識） 

イノベーション創出に向けて、科学技術の成果を知的財産として適

切に保護・活用することが必要であり、特に長期的観点からイノベーシ

ョン戦略を展開するに当たっては、戦略的な知財マネジメントが不可欠

となる。 
 

（検討課題） 
・ 科学技術の戦略策定や実施に当たっては、研究分野毎の特色を

活かした具体的な知財戦略を組み込んでいくべきではないか。 
・ 各省庁及びファンディングエージェンシーは、イノベーションを志向

した目標達成型の競争的資金においては、知財を活用してイノベ

ーションを進めていくための経費を確保するとともに、その実用化

に向けた特許等の取得・活用の戦略を適切に評価（事前、中間、

事後）すべきではないか。 
・ 特許・論文情報統合検索システムの整備の進捗に鑑み、イノベー

ションにつながるパテントマップの作成を進めるなどにより、特許

情報による研究開発の戦略化を図るべきではないか。 
・ 企業においても、イノベーション創出に向けて、技術開発が知財

戦略に結びつけて推進されるよう、関係する取組を進めるべきで

はないか。 
・ 知財に関連した、イノベーションの妨げとなる仕組み等を早急に改

革していくべきであり、例えば、以下のような課題を検討すべきで

はないか。 
 政府の会計制度の弾力化（研究開発補助金におけるライセン
ス収益の扱いなど） 

 研究開発独法の画一的な予算制約の柔軟化（知財収入の扱
いなど） 

 大学における事務運営の改善       など 
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・ イノベーション創出のため、異分野の研究者、企業経営者、知財

専門人材などが集まって知の融合を促す取組みを促進すべきで

ないか。また、こうした取組を国際的にも展開していくべきではな

いか。 
 

 
（参考資料・データ） 
○ 技術が牽引する社会経済活動の革新（イメージ） 

 

[第６回知的創造サイクル専門調査会資料３（経産省作成資料）より] 

 

○ イノベーションの創出のための産学連携のあり方の検討 

産業構造審議会産業技術分科会産学連携推進小委員会では、２００６年２月より、イノベーショ

ンの創出のための産学連携のあり方等について検討を開始し、１０月現在、「産学連携のこれま

での取組と今後の方向性（これまでの議論の中間整理）（案）」のパブリックコメントを実施している

ところ。同報告（案）では、イノベーション創出促進のための技術移転体制の再構築、政府資金の

有効活用を図るための制度改革、大学経営における柔軟性の強化等の重要性が指摘されてい

る。 

 

 

研究開発

成果を 

挙げる 

需要に 

つなげる 

経済成長・ 

国際競争力 

双方向の 

知の流れ 

異分野融合 

実用化 

市場化 
経営の視点 

からのニーズ 

産業として 

市場展開 

制度・システム改革 

社会・経済 

活動の革新 

国際標準化 
特許 
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○ 個別分野の戦略に知財戦略が組み込まれた事例 

「分野別推進戦略」（２００６年３月２８日、総合科学技術会議）より抜粋 

Ⅰ ライフサイエンス分野 

 ４．推進方策 

（１０）知的財産権の戦略的確保と活用 

 ライフサイエンス分野以外の産業の製品は１つの製品に多くの特許が絡み、製品化に

おいてクロスライセンスが進みやすいが、医薬品産業、農林水産業のようなライフサイ

エンス分野の産業では、例えば、医薬品は基本特許が原則１つであり、農林水産物は

品種登録が１つであるという製品の知的財産上の特徴がある。これを踏まえ、ライフサ

イエンス研究の成果を活用するにあたっては、何を特許化し、何を公開するかについて、

極めて戦略的に取り組んでいく必要がある。また、ライフサイエンス分野においては、研

究開発成果を早期に特許化・権利化・活用することがそのまま競争力の源泉となること

もあるため、基本特許等につながる基礎的な研究の強化を前提にしつつ、戦略的な知

的財産の権利取得と活用を促進することが重要である。（以下略） 

 

○ 競争的資金の評価の中で知財戦略（件数のみに偏らず、質の重視を念頭に置いた知財戦

略）を考慮に入れている事例 

２００６年度科学技術振興調整費 

「先端融合領域イノベーション創出拠点の形成」公募要領より 

 ４ 拠点化構想の要件 

③ イノベーションを指向した目標達成型の研究開発システムを形成していくため、企業が研

究資源を出しやすい特別の規則（知的財産の取扱い規則や機密保持規則等）を設ける

など、これまでの現状を打破するシステムの改革をあわせて行うこと。 

１０ 実施課題の選定 

 （２）選定に係る評価項目及び審査基準は、以下のとおりとする。 

（中略） 

・ 知的財産権を含む研究成果の取扱の方針や機密情報保持のための方策は明確なも

のとなっているか。 

   （以下略） 

[事務局注：本資金は、知財戦略スタッフの人件費等にも支出可能] 
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○特許・論文情報統合検索システムについて 

 現在、文部科学省及び特許庁の連携により、「特許・論文情報統合検索システム」の整備に向

けて、大学等の利用者が特許公報データに直接アクセス出来るシステムの２００６年度中の運用

開始を目指した整備が進められている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 企業経営の中で技術開発が知財戦略に結びついて推進されるための取組の例 

技術水準は高いものの、経営方針が不十分なため研究開発成果を事業者に結実出来ない事

例が特に研究開発ベンチャー企業に多く存在することから、これを改善するため、ＮＥＤＯにおい

て「研究開発型ベンチャー技術開発助成事業」の採択に当たって、２００６年より、試行的に、申請

者に企業経営自己評価レポートの作成を求め、評価軸として知的資産経営報告の要素を導入し

ている。 

 

○ イノベーション創出のための知の融合に関する取組みについて 

 知識の融合によりイノベーションを実現し、質の高い知財を効率的に創造するため、一部の企業

や大学等において、知識の融合の促進に関する取組みが行われている。また、このような取組み

に対する支援を目的とした施策としては、例えば、平成１９年度概算要求において、経済産業省

が要求している知識融合支援事業などがある。
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３．産学官連携に係る人材の確保 
 
（背景・基本認識） 
産学官連携の分野においては、当該業務に如何に優秀な人材を充て

るかが重要である。優秀な人材を確保するためには、その職場が魅力的

なものでなければならないが、大学等が産学官連携に係る魅力的な職

場を提供できているとは必ずしも言えない。知財の戦略的な創造・保護・

活用を行える優秀な人材の参入・育成を進めるとともに、当該人材が産

学官連携や知財マネジメントに係るキャリアパスを形成していくことが望

まれる。 
また、現在の産学官連携に従事する人材としては、外部の専門人材や

企業ＯＢを活用している例が多いが、長期的に見れば、プロパー人材を

育成していくことも重要となってくる。 
 
（検討課題） 
・ 大学、ＴＬＯ、研究開発を行う機関等が、産学官連携人材に対して適

切な処遇を提供することにより、業務の魅力を拡大し、知財の戦略

的な創造・保護・活用を行える優秀な人材を誘引すべきではない

か。 
・ 大学、ＴＬＯ、研究開発を行う機関、ファンディングエージェンシー等

は、産学官連携の分野における人材育成を強化し、当該分野の将

来を担う若手を育てるべきではないか。 
・ イノベーションの触媒的機能を果たすものとして、研究開発独法は、

技術支援、人材育成を実行し、国際的に通用する人材や融合人材

といった知財人材を育成するべきではないか。 
 
（参考資料・データ） 
○ 知的財産人材育成総合戦略（２００６年１月３０日、知的創造サイクル専門調査会）より 

総合戦略により育成を目指す「５つの人材像」 

１ 国際的に戦える人材 

２ 先端技術を理解できる人材 

３ 融合人材 
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４ 知的財産競争を勝ち抜く経営人材 

５ 中小企業・地域で役立つ人材 

  

○ 国際的な産学官連携の推進体制整備に関する文部科学省の取組み 

文部科学省では、各大学の策定する「国際的な産学官連携ポリシー（仮称）」に基づき、２０

０７年度より、以下の施策を実施予定。 

・ 国際的に通用する知財人材の育成・確保 

→海外研修等を通じて、科学技術に詳しく、海外での侵害訴訟や契約に精通し、経営 

  明るく、国際的に通用する知財人材の育成・確保 

・ 国際法務機能の強化と紛争予防 

→弁護士・弁理士等外部専門家を活用した契約・交渉実務の支援 

・ 国際産学連携・情報発信機能の強化 

→国際的なリエゾン活動を行う人材の配置 

・ 海外特許の戦略的な取得と出願支援の強化 

→海外特許専門人材の配置と海外特許出願経費の支援強化 

 

○ 研究開発独法における産学官連携人材の育成・確保に関する取組みの例 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）では、産業技術に係る知見

を有する若手研究者に対して、専門分野や組織を超えて、産学連携機関等の現場において

産学連携業務に従事する機会を提供する「産学連携人材養成事業」（産業技術フェローシッ

プ事業）を実施している。また、大学が技術の中核となっているＮＥＤＯプロジェクトを核とした

産学連携・人材育成の総合展開に２００６年度より着手している。 

独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）では、ポストドクター等を、企業との共同研究

等を通じて育成し、知財に関する知識など企業の研究開発現場において必要な知識や研究

手法を付与する等、ポストドクターを研究開発現場における即戦力として育成している。また、

イノベーション政策の担い手である産総研として、将来の社会ビジョン（社会的な環境や要請

に対応した社会設計）の展望等を的確に捉えた上で、それぞれ幅広く様々な分野にわたる科

学と社会の間における新たな段階の橋渡し領域の設計を行い、新たな価値を創造し、知財創

出を促進していく人材（アーキテクト人材＝イノベーションを設計する人材）を今後新たに育

成・活用して、研究を推進していく。 


